
別紙 1－1（2025年 4月 1日） 

（1） 介護保険の給付の対象となるサービス…① 

下記の料金表によって、ご利用者の要介護度に応じたサービス利用料金の自己負担額をお支払い下

さい。サービスの利用料金は、ご利用者の要介護度に応じて異なります。 

※利用者負担額改定の際には、別紙の交付と説明をもってご利用者の同意にかえさせていただきます。 

【従来型個室】 

＜基本的な料金＞ （1 日あたり） 

 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

1.ご利用者の要介護度とサービ

ス利用料金 
603 単位 672 単位 745 単位 815 単位 884 単位 

2.夜勤職員配置加算Ⅲ 15 単位 

3.機能訓練体制加算 12 単位 

4.サービス利用料合計 

(1+2+3) 
630 単位 699 単位 772 単位 842 単位 911 単位 

5.介護職員等処遇改善加算 

(4.×140/1000） 
88 単位 98 単位 108 単位 118 単位 128 単位 

6.サービス利用料 

合計（4.+5.） 
718 単位 797 単位 880 単位 960 単位 1039 単位 

7. 1 単位＝10.17 円（注 1）   7,302 円 8,105 円 8,949 円 9,763 円 10,566 円 

 

 

自己負担額（1 割負担の方） 

8.うち、介護保険から給付され

る金額（7.×90/100） 
6,571 円 7,294 円 8,054 円 8,786 円 9,509 円 

9.サービス利用に関わる自己負

担（7.-8.） 
731 円 811 円 895 円 977 円 1,057 円 

 

自己負担額（2 割負担の方） 

8.うち、介護保険から給付され

る金額（7.×80/100） 
5,841 円 6,484 円 7,159 円 7,810 円 8,452 円 

9.サービス利用に関わる自己負

担（7.-8.） 
1,461 円 1,621 円 1,790 円 1,953 円 2,114 円 

 

自己負担額（3 割負担の方）                     

8.うち、介護保険から給付され

る金額（7.×70/100） 
5,111 円 5,673 円 6,264 円 6,834 円 7,396 円 

9.サービス利用に関わる自己負

担（7.-8.） 
2,191 円 2,432 円 2,685 円 2,929 円 3,170 円 

 

 

 



（注 1）浜松市は地域区分が「7 級地」に該当するため、単位数に 10.17 円を乗じた金額となります。 

・施設の体制等の状況により介護保険の給付額に変更があった場合、変更された額に合わせてご利用

者の負担額が変更されます。 

・小数点以下の端数処理の関係で、差異が生じる場合があります。 

・ご利用者に介護保険料の未納がある場合には、自己負担額については利用料金表と異なる場合があ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 1－1（2025年 4月 1日） 

（2） 介護保険の給付の対象となるサービス…① 

下記の料金表によって、ご利用者の要介護度に応じたサービス利用料金の自己負担額をお支払い下

さい。サービスの利用料金は、ご利用者の要介護度に応じて異なります。 

※利用者負担額改定の際には、別紙の交付と説明をもってご利用者の同意にかえさせていただきます。 

【従来型個室】 

＜基本的な料金＞ （1 日あたり） 

 要支援 1 要支援 2 

1.ご利用者の要介護度とサービ

ス利用料金 
451 単位 561 単位 

2.機能訓練体制加算 12 単位 

3.サービス利用料合計 

(1.+2.) 
463 単位 573 単位 

4.介護職員等処遇改善加算 

(4.×140/1000） 
65 単位 80 単位 

5.サービス利用料 

合計（3.+4.） 
528 単位 653 単位 

6. 1 単位＝10.17 円（注 2）   5,369 円 6,641 円 

 

自己負担額（1 割負担の方） 

7.うち、介護保険から給付され

る金額（6.×90/100） 
4,832 円 5,976 円 

8.サービス利用に関わる自己負

担（6.-7.） 
537 円 665 円 

 

自己負担額（2 割負担の方） 

7.うち、介護保険から給付され

る金額（6.×80/100） 
4,295 円 5,312 円 

8.サービス利用に関わる自己負

担（6.-7.） 
1,074 円 1,329 円 

 

自己負担額（3 割負担の方）                

7.うち、介護保険から給付され

る金額（6.×70/100） 
3,758 円 4,648 円 

8.サービス利用に関わる自己負

担（6.-7.） 
1,611 円 1,993 円 

 

 

 

 

 



（注 1）浜松市は地域区分が「7 級地」に該当するため、単位数に 10.17 円を乗じた金額となります。 

・施設の体制等の状況により介護保険の給付額に変更があった場合、変更された額に合わせてご利用

者の負担額が変更されます。 

・小数点以下の端数処理の関係で、差異が生じる場合があります。 

・ご利用者に介護保険料の未納がある場合には、自己負担額については利用料金表と異なる場合があ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 1－2（2025年 4月 1日） 

（1） 介護保険の給付の対象となるサービス…② 

＜加算＞ 

当施設の体制やご利用者の心身の状況に応じて介護保険法上の料金が加算されます。 

加算項目 内 容 単位/日 

口腔連携強化加算 

事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合に

おいて、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専

門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合に、１月に

１回に限り所定単位数を加算する。 

50 単位/回 

療養食加算 

※主治医の指示のもと治療食を提供した場合。(糖尿病食、腎

臓病食、肝臓病食、胃潰瘍病食、貧血食、膵臓病食、脂質異

常症食、痛風食等) 

8 単位/回 

医療連携強化加算 
重度者(注１)への対応の取り決めや看護職員による定期的な巡

視 
58 単位 

個別機能訓練加算 

専従の OT、PT、または ST の配置があり看護、介護等が共

同で個別機能訓練計画を作成している。 

機能訓練指導員等が利用者宅へ訪問し計画作成、3 か月ごと

に 1 回以上説明のための訪問を行う。 

56 単位 

緊急短期入所受入 

加算 

利用者、家族等の事情により介護支援専門員が緊急に短期入

所を受けることが必要と認め、居宅サービス計画に位置付け

られていない短期入所生活介護を行った場合。 

90 単位 

7 日（やむを得な

い事情がある場合

は 14 日）まで 

在宅中重度者受入 

加算 

当該利用者が利用していた訪問看護を行う訪問看護事業所

に当該利用者の健康上の管理等を行わせた場合。 
413 単位 

 

生活機能向上連携 

加算（Ⅰ） 

 

医療提供施設の理学療法士や医師からの助言を受けた上で

機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能

訓練計画を作成した場合 

100 単位/月 

（3 月に 1 回

を限度） 

生活機能向上連携 

加算（Ⅱ） 

外部の通リハ事業所等の専門

職が施設を訪問し、共同でアセ

スメントを行い、個別機能訓練

計画等を作成した場合 

個別機能訓練加算を算定して

いない場合 
200 単位/月 

個別機能訓練加算を算定して

いる場合 
100 単位/月 

若年性認知利用者

受入加算 
若年性認知利用者に対しサービス提供を行った場合。 120 単位 

認知症行動・心理

症状緊急対応加算 

医師が認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での

生活が困難であり、緊急に短期入所を利用することが適当で

あると判断した場合。 

200 単位 

7 日まで 

認知症専門ケア加

算（Ⅰ） 

認知症の方が入所総数のうち 50％以上おり、認知症介護に係

る専門的な研修を修了している者を配置している場合 
3 単位 



認知症専門ケア加

算（Ⅱ） 

認知症の方が入所総数のうち 50％以上おり、認知症介護の指

導に係る専門的な研修を修了している者を配置している場

合 

4 単位 

生産性向上 

推進体制加算 

（Ⅰ） 

見守り機器等を複数導入し、ガイドラインに基づいた業務改

善を継続的に行い、取組による成果が確認された場合 
100 単位/月 

生産性向上 

推進体制加算 

（Ⅱ） 

見守り機器等を 1 つ以上導入し、ガイドラインに基づいた業

務改善を継続的に行い、取組による効果が確認された場合 10 単位/月 

長期利用者提供 

減算 

連続して 30 日を超えて短期入所生活介護を利用した場合、

所定単位数から減算。 
‐30 単位 

看護体制加算Ⅰ 常勤の看護師を 1 名以上配置している場合。 4 単位 

看護体制加算Ⅱ 

常勤換算法で、利用者の数が 25 又はその端数を増すごとに

1 以上であり、かつ、特別養護老人ホーム基準に規定する配

置すべき看護職員の数に 1 を加えた数以上である場合。 

8 単位 

看護体制加算Ⅲ 
看護体制加算Ⅰの算定要件を満たし、利用者のうち要介護 3

以上の利用者を 70％以上受け入れる場合。 
12 単位 

看護体制加算Ⅳ 
看護体制加算Ⅱの算定要件を満たし、利用者のうち要介護 3

以上の利用者を 70％以上受け入れる場合。 
23 単位 

サービス提供体制

強化加算（Ⅰ） 

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 80％以

上。もしくは、勤続 10 年以上の介護福祉士の割合が 35％以

上の場合。 

22 単位 

短期入所生活送迎

加算 
送迎サービスを利用した場合。 184 単位/回 

看取り連携体制 

加算 

看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、利用者

又はその家族等に対して当該対応方針の内容 を説明し、同

意を得ていること。 

64 単位/日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 2－1（2025年 4月 1日） 

（2） 介護保険の給付の対象とならないサービス…① 

 以下のサービスは、利用料金の全額がご利用者の負担となります。 

 

〈サービスの概要と利用料金〉 

① 食費・居住費 

【食  費】食材料費と調理費は全額自己負担となります。 

     朝食：450 円 昼食：670 円 夕食：580 円 

【居住費】室料と光熱費相当が全額自己負担となります。 

＊介護保険負担限度額認定証・社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証がある場合には減額されま

す。 

 

 

2024 年 8 月 1 日以降  金額/日 

   食費 居住費 

基準費用額（第４段階） 2,000 1,240 

第 1 段階 300 380 

第 2 段階 600 480 

第 3 段階① 1,000 880 

第 3 段階② 1,300 880 

 

 



別紙 2－2（2025年 4月 1日） 

（2） 介護保険の給付の対象とならないサービス…② 

以下のサービスは、利用料金の全額がご利用者の負担となります。 

 

〈サービスの概要と利用料金〉 

② 特別な食事 

・ご利用者のご希望や必要に応じて、特別な食事を提供した場合 

（おやつ・栄養補助食品を含む） 

おやつ 1 回につき 80 円（税込）  栄養補助食品 実費 

③ 理美容（実費負担） 

・理容師及び美容師の出張サービスをご利用いただけます。ただし、独居の方などでご家族の協

力が困難な場合に限ります。 

④ レクリエーション・クラブ活動（実費負担） 

・ご利用者のご希望により、レクリエーションやクラブ活動に参加していただけます。材料代等

の実費をご負担いただいます。 

⑤ タオル・おしぼり 

・原則として、食事介助、入浴介助、排泄介助等に使用するタオル・おしぼりにつきましては、

施設の提供する物品をご利用いただきます。 

入浴用品（タオル・シャンプー・ボディシャンプー）1 回 74 円（税込） 

食事用おしぼり・洗面用タオル  1 日 32 円（税込） 

⑥ 複写物の交付 

・ご希望により、サービス提供に関する記録やその他の複写物を交付します。 

     1 枚につき 10 円 

⑦ 支払証明書の発行 

・ご希望により、支払証明書を発行いたします（利用料領収書の再発行は、いたしません）。 

1 回につき 1,650 円（税込） 

⑧ ご利用者の移送に係る費用 

・ 旧引佐郡（引佐町・細江町・三ケ日町・神宮寺町）を超える送迎を実施  21円/ｋｍ（税

込） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 同意書  

短期入所生活介護 いなさ愛光園 

施設長 上野 拓朗 殿 

 

   年   月   日 

 

2025 年 4 月 1 日に施行されたサービスの概要と利用料金（別紙 1-1～2-2）の内容について、十分に

理解した上で同意します。 

 

利 用 者 氏名                

 

代 筆 者 氏名              （続柄：      ）  

 

身元引受人 氏名              （続柄：      ） 


